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○みやき町九州及び全国競技大会出場者に対する補助金交付要綱 

平成17年３月１日告示第87号 

改正 

平成17年６月13日要綱第81号 

平成20年２月25日告示第19号 

平成29年２月15日告示第20号 

令和元年５月１日告示第１号 

みやき町九州及び全国競技大会出場者に対する補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、本町に在住する者が社会教育振興のため、九州地区又は全国競技大会（以下

「大会」という。）に出場する場合に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し

必要な事項を定める。 

（補助金交付対象者） 

第２条 補助金は、県の予選会又は大会等を経て、九州及び全国的団体等が主催する大会に出場す

る資格を取得した者で、大会開催要綱に定められた選手及び監督とする。ただし、町長が特に必

要と認めるときは、この限りでない。 

（補助金交付額） 

第３条 補助金交付額は、別表の額とする。ただし、主催者及びその他の関係機関の負担金、補助

金等がある場合は、補助金交付額から当該額を控除した額を補助金交付額とする。 

２ 補助金交付は、別表の大会区分ごとに同一年度において１回限り交付する。 

（交付申請） 

第４条 補助金交付を申請しようとする者は、競技大会出場補助金交付申請書（様式第１号）を町

長に提出するものとする。 

（交付決定） 

第５条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認める

ときは、補助金交付決定通知書（様式第２号）を申請者に通知するものとする。 

（報告） 

第６条 申請者は、当該大会が終了した後、速やかに競技大会出場補助金報告書（様式第３号）に

より町長に報告するものとする。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この要綱は、平成17年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日までに、合併前の九州及び全国大会出場者に対する補助金交付に関

する要綱（平成６年中原町訓令第５号）、中原町中学生の九州及び全国大会出場に対する補助金

交付に関する要綱（平成６年中原町訓令第６号）、九州及び全国競技大会出場者に対する補助金

交付要綱（平成元年北茂安町教育委員会要綱第１号）又は三根町九州及び全国スポーツ大会出場

者に対する補助金交付要綱（平成２年三根町教育委員会要綱第１号）の規定によりなされた処分、

手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみ

なす。 

附 則（平成17年６月13日要綱第81号） 

この告示は、公布の日から施行し、改正後のみやき町九州及び全国競技大会出場者に対する補助

金交付要綱第１条の規定は、平成17年３月１日から適用する。 

附 則（平成20年２月25日告示第19号） 

この告示は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年２月15日告示第20号） 

この告示は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年５月１日告示第１号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

別表（第３条関係） 

大会区分 開催地区分 補助金の額 

国際大会 

国外 １人 50,000円 

国内開催の国際大会で下記以外の地域 １人 30,000円 

中国地方（山口県を除く。）・四国地方・近畿地方 １人 20,000円 

大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・山口県 １人 10,000円 

福岡県・佐賀県・長崎県 １人 5,000円 

全国大会 

全国大会で下記以外の地域 １人 20,000円 

中国地方（山口県を除く。）・四国地方・近畿地方 １人 15,000円 

大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・山口県 １人 7,000円 
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福岡県・佐賀県・長崎県 １人 2,000円 

九州大会 

沖縄県 １人 20,000円 

大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 １人 7,000円 

福岡県・佐賀県・長崎県 １人 2,000円 

備考 

１． 近畿地方とは、京都・大阪・滋賀・兵庫・奈良・和歌山・三重の２府５県をいう。 

２． 中国地方とは、岡山・広島・山口・鳥取・島根５県をいう。 

３． 四国地方とは、徳島・香川・愛媛・高知の４県をいう。 
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様式第１号（第４条関係） 
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様式第２号（第５条関係） 
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様式第３号（第６条関係） 

 


